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（３） 給料及び職員手当の状況 

ア 職員１人当たり給与 

区                 分 行政職給料表（1）適用職 行政職給料表（2）適用職 

平均給料月額（円） 353,499 360,624 

平均給与月額（円） 422,743 426,409 19年１月１日現在 

平 均 年 齢       （歳） 44歳２月 48歳７月 

平均給料月額（円） 355,323 362,125 

平均給与月額（円） 427,595 430,058 18年１月１日現在 

平 均 年 齢       （歳） 43歳８月 47歳10月 

 

 

イ 初 任 給 

国    の    制    度 

区    分 
行政職給料表（1）適用職 

（円） 
行政職給料表（2）適用職 

（円） 

一般行政職（円） 技能労務職（円） 

高 校 卒 142,700 138,400 135,600 

大 学 卒 179,200 

年齢別格付 
（例）18歳 

142,700 一種  179,200 
二種  170,200 

－ 
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ウ 級別職員数 

行政職給料表（1）適用職 行政職給料表（2）適用職 区      分 
級 職員数 構成比 級 職員数 構成比 

１  級 
      7人 
 （ -） 

    0.8％ 
 (   -)  

１  級 
      42人 
   （ 1） 

    23.7％ 
 (100.0) 

２  級 
   11 
 （ -） 

  1.3 
 (   -)  

２  級 
    90 
   （ -） 

  50.9 
  (   -) 

３  級 
  299 
 （  5） 

 34.0 
(100.0) 

３  級 
    43 
   （ -） 

  24.3 
  (   -) 

４  級 
  243 
 （ -） 

 27.6 
 (   -) 

４  級 
     2 
   （ -） 

   1.1 
  (   -) 

５  級 
  197 
 （ -） 

 22.4 
 (   -) 

   

６  級 
   46 
 （ -） 

  5.2 
 (   -) 

   

７  級 
   44 
 （ -） 

  5.0 
 (   -) 

   

８  級 
   15 
 （ -） 

  1.7 
 (   -) 

   

９  級 
   18 
 （ -） 

  2.0 
 (   -) 

   

19年１月１日現在 

計 
  880 
  （  5） 

100.0 
(100.0) 

計 
   177 
   （ 1） 

 100.0 
 (100.0) 

１  級 
      7人 
 （ -） 

   0.8％ 
 (   -)  

１  級 
      49人 
   （ 2） 

   26.9％ 
 (100.0) 

２  級 
   13 
 （ -） 

  1.4 
 (   -)  

２  級 
   92 

   （ -） 
  50.5 
  (   -) 

３  級 
  317 
 （  5） 

34.9 
(100.0) 

３  級 
    39 

   （ -） 
  21.4 
  (   -) 

４  級 
  258 
 （ -） 

 28.4 
 (   -) 

４  級 
     2 

   （ -） 
   1.1 
  (   -) 

５  級 
  198 
 （ -） 

 21.8 
 (   -) 

   

６  級 
   34 
 （ -） 

  3.7 
 (   -) 

   

７  級 
   45 
 （ -） 

  5.0 
 (   -) 

   

８  級 
   20 
 （ -） 

  2.2 
 (   -) 

   

９  級 
   16 
 （ -） 

  1.8 
 (   -) 

   

18年１月１日現在 

計 
  908 
  （ 5） 

100.0 
(100.0) 

計 
   182 
   （ 1） 

100.0 
(100.0) 

注 （  ）内は、再任用職員分
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エ 級別の標準的な職務内容 

区    分 行政職給料表（1）適用職 行政職給料表（2）適用職 

１    級 定型的な業務を行う職の職務 ２級、３級又は４級に属さない職員の職務 

２    級 
相当の知識又は経験を必要とする業務を行
う職の職務 

技能主任の職務及び特に高度の技能又は
経験を必要とする業務を行う職務 

３    級 
相当高度の知識又は経験を必要とする業務
を行う職の職務 

技能長の職務及び困難な業務を処理する
技能主任の職務 

４    級 
主任の職務及び高度の知識又は経験を必要
とする業務を行う職の職務 

統括技能長の職務及び困難な業務を処理
する技能長の職務 

５    級 
係長又は主査の職務及び特に高度の知識又
は経験を必要とする業務を行う主任の職務 

 

６    級 
課長補佐又は副主幹の職務及び困難な業務
を処理する係長又は主査の職務 

 

７    級 
課長又は主幹の職務及び極めて困難な業務
を処理する課長補佐又は副主幹の職務 

 

８    級 
部次長又は副参与の職務及び極めて困難な
業務を分掌する課長又は主幹の職務 

 

９    級 
部長又は参与の職務及び重要な業務を所掌
する部次長又は副参与の職務 
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オ 昇給期間短縮 

代 表 的 な 職 種 

区                  分 合    計 
行政職給料表
（1）適用職 

行政職給料表
（2）適用職 

職    員    数 (Ａ)  (人) 1,040   872   168   

昇給期間短縮に係る職員数 (Ｂ)  (人)   102     85    17   

 ３月  (人)   1     1    0   

 ６月  (人)   0     0    0   

 ９月  (人)   2     2    0   

昇給期間短縮月数別内訳 

 12月  (人) 99   82   17   

比         率  (Ｂ) ／(Ａ)       (％)  9.8  9.7  10.1 

本    

年    

度 

特別昇給に係る職員数             (人)   99     82    17   

職    員    数 (Ａ)  (人) 1,073   895   178   

昇給期間短縮に係る職員数 (Ｂ)  (人)   119     94    25   

 ３月  (人)   42     33    9   

 ６月  (人)   0     0    0   

 ９月  (人)   1     1    0   

昇給期間短縮月数別内訳 

 12月  (人) 76   60   16   

比         率  (Ｂ) ／(Ａ)       (％)  11.1  10.5  14.0 

前    

年    

度 

特別昇給に係る職員数             (人)   116     91    25   

注 特別昇給に係る職員数は、昇任時特別昇給による。 
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カ 期末手当・勤勉手当 

支   給   期   別   支   給   率 （ 月 分 ） 
区    分 

6  月 12  月 3  月 計 

職制上の段階、職
務の級等による
加算措置 

備 考 

本 年 度 
2.075 
（1.025） 

2.125 
（1.225） 

0.25 
（0.10） 

4.45 
（2.35） 

有  

前 年 度 
2.075 
（1.025） 

2.125 
（1.225） 

0.25 
（0.10） 

4.45 
（2.35） 

有  

国の制度 
(19年度) 

2.125 
（1.100） 

2.325 
（1.250） 

－ 
（ － ） 

4.45 
（2.35） 

有  

注 （  ）内は、再任用職員分 

 

 

キ 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当 

区   分 20 年勤続 
の者(月分) 

25 年勤続 
の者(月分) 

35 年勤続 
の者(月分) 

最高限度 
（月分） 

その他の 
加算措置等 

備  考 

支給率等 35.0 45.5 59.2   59.2   

定年前早期退職特例
措置（2～20％加算） 
勧奨退職時特別昇給
（1号給） 

 

国の制度 
(支給率等) 

30.55 41.34    59.28   59.28  

 
定年前早期退職特例
措置（2～20％加算） 
 

 

 

 

   ク 地域手当 

支 給 対 象 地 域                全 市 域         

支     給     率  （％）             13.0 

支  給  対  象  職  員  数    （人） 
（19年１月１日現在） 

       1,057 

国の指定基準に基づく支給率  （％）             15.0 
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ケ 特殊勤務手当 

代  表  的  な  職  種 

区    分 全  職  種  
行政職給料表（1）適用職 
 

 
行政職給料表（2）適用職 

給料総額に対する比率(%) 0.003 0.0005 0.018 

支給対象職員の比率(%) 
（19年1月1日現在）    7.1          0.9        37.9 

支給額の多い手当 犬猫等死体処理手当、昆虫等駆除手当 
代表的な特殊勤務 
手 当 の 名 称 支 給 対 象 者 

の 多 い 手 当 犬猫等死体処理手当、昆虫等駆除手当 

 

 

コ その他の手当 

区    分 
国の制度 
との異同 

差        異        の        内        容 

扶養手当 異なる 

西  東  京  市 
 
配偶者               13,500円 
欠配1子             13,500円 
扶養親族2人まで       6,000円 
 
 
その他の扶養親族      4,000円 
特定期間にある子1人につき 
4,000円加算（欠配1子を除く） 
 

国 
 
配偶者               13,000円 
欠配親族1人目        11,000円 
扶養親族2人まで       6,000円 
(扶養親族でない配偶者を有する
場合の1人目の子等は、6,500円) 
その他の扶養親族      5,000円 
特定期間にある子1人につき 
5,000円加算 
 

住居手当 異なる 

西  東  京  市 
 

扶養親族のある世帯主等 
                      9,000円 
扶養親族のない世帯主等 
                      8,500円 
 

国 
 
借家・借間居住者 
最高支給限度額     27,000円 

 

通勤手当 異なる 

西  東  京  市 
 
交通機関 
全額支給限度額     55,000円 

交通用具（1.5km以上） 
      2,600円～15,600円 
 

国 
 
交通機関 
全額支給限度額     55,000円 

交通用具(2km以上) 
        2,000円～24,500円 
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